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「障害のある教師」からインクルーシブ教育を問い直す

今日は「「障害のある教師」 からインクルーシブ教育を
問い直す」というタイトルでお話をさせていただきます。
お話の後、意見交流をする時間がとれればいいなと思い
ます。目が見えないので、今日は立命館大学先端総合学
術研究科院生の種村さんから画面を操作してもらいま
す。

種村　立命館大学で中村雅也先生が卒業された先端総合
学術研究科の院生です。研究のテーマは「ろう者と手話」
が研究テーマです。今日はよろしくお願いします。

早速ですが、準備運動としていくつかクイズを準備し
てきました。
第 1問「全国の教育委員会に雇用されている障害のあ
る教職員の数は？」。障害のある先生はどれくらいいるん
ですかという問題です。①約 1500 人②約 6000 人。③約
12500 人。①から③のどれでしょうか。
ヒントをいいますと、教職員が全体で 73 万人いると考
えてください。73万人中、何人が障害のある教職員でしょ
うか。答は③約 12500 人です。約 73 万人中、12466 人と
いう数字が、2021 年の厚生労働省の調査で出ています。
ただしこの数字は教育委員会に雇用されている教師だ
けでなく、事務職員も含まれます。また、障害者手帳を
もっていて教育委員会に申請した人の数なので、申請し
ていない人、障害者手帳をもっていない人もいるので、実
数とは違うと思いますが、こういう統計もあるという数
字です。
第 2問「全国の公立小中学校のうち、エレベータが設
置されているのはどれくらいの割合か？」。エレベータが
設置されてないと車椅子使用の先生は勤務できませんよ
ね。①約 7％。②約 27％。③約 47％。どうでしょうか。
答は②約 27％です。2020 年の文部科学省の調査です
が、28150 校のうちエレベータがあったのは 7034 校。全
体の小中学校の 4分の 1くらい。先生だけではなく、車
椅子を使う子どもたちもエレベータのない学校には通え
ませんよね。インクルーシブ教育の遅れという現状を反

映していると読めると思います。
第 3問「教員採用試験を点字で受けられるようになっ
たのはいつからでしょう？」。一般的に公立学校の先生に
なるには、都道府県の教員採用試験を受けて合格しなけ
ればなりませんが、長い間、その試験すら点字では受け
られなかったことがあります。①1973年から点字受験が
できるようになった。50 年前ですね。② 1983 年。40 年
前。③ 1993 年。30 年前。どれでしょうか。
答は① 1973 年です。この時、大阪府教育委員会が全国
で初めて点字による教員採用試験を実施しました。50年
前ですからね、かなり速いように思いますが、大阪は特
例だったんです。他の都道府県では点字受験は実施され
ていませんでした。2012 年の調査では点字受験を実施し
ていたのは、1970 年代は大阪だけです。点字受験の実施
をその後したのは、1980 年代に 5 自治体、1990 年代に
なって 1自治体、2000 ～ 2012 年の間に 14 自治体という
数字があります。一般的に点字受験が実施されるように
なったのは2000年以降でしょうか。現在ではどこの教員
採用試験でも点字で受験できるようになっています。
第 4問「障害教師の当事者団体のうち最も早く結成さ
れたのはどれですか？」。①視覚障害。②聴覚障害。③発
達障害。こんな当事者の先生方の団体もありますよとい
うことです。結構、障害種別で先生方が当事者団体を結
成されています。
答は①視覚障害です。全国視覚障害教師の会が1981年
に結成されました。全国聴覚障害教職員協議会は1994年
の結成です。近年、発達障害のある先生方のゆるいつな
がりもSNSでは見受けられるようになりました。今回の
受講者の中にも障害のある教師の当事者の方がいらっ
しゃいましたら、こういう会もありますので連絡をとっ
てみられると、情報収集の一つになるかと思います。
では本題に入ります。「障害教師の教育実践と障害の意
味づけ」。ここでは視覚障害のある先生方の学校での実際
の様子を紹介します。「障害教師の教育実践」とは、この
調査の目的は、1つ目に視覚障害教師へのインタビュー
調査から障害教師特有の教育実践を浮かび上がらせるこ

特集 3

「障害のある教師」からインクルーシブ教育を問い直す

中　村　雅　也
（日本学術振興会・東京大学）



－ 112 －

立命館生存学研究　vol.7

とです。2つ目に障害教師が障害をどのように経験し、そ
の経験をどのように意味づけているのかを明らかにする
ことです。自分の障害をどのように考えて、障害のある
先生方は教師をしているのか。調査協力していただいた
のは視覚障害のある教師 6名の方です。勤務は中学校が
1名、高等学校が 5名です。調査した期間は 2010 年 10 月
から 1年間です。インタビューした結果を分類すると 3
つのテーマに分けることができます。「A、生徒の手助け」
「B、障害がもたらす教育効果」「C、障害に教育的意味づ
けをしない」。それぞれについて見ていきます。
「A、生徒の手助け」。これには 2つのトピックがあり
ました。1つは授業での生徒の手助け、もう一つは移動
での生徒の手助けです。
授業での生徒の手助けですが、三宅さん、この方は 40
代後半で失明して中学に復職した音楽の先生です。三宅
さんは「教師を辞めないでいくためには自分の授業の方
法を大転換しましたよ。これをやらんことには、まとも
にやっていたら、時間が足らないねんもん。そこで放課
後などに生徒たちの手と目を借りて授業の準備をするよ
うにしたんです。自分は知識をもっている。生徒にはそ
の僕の知識を教授しようとするけれども、彼らには見え
ているという、僕以上のものをもっている。見えている
限りにおいては僕と比べると彼らの方には利点がある。
それを僕は教授したい。利用したいということになって
くると、お互いに、持ちつもたれつやないか。生徒に手
伝ってもらうことで授業準備も効率化され、生徒たちも
より深く授業にかかわることができるようになった」と
いうことでした。
長井さん。この方は40代後半で失明して高等学校に復
職した社会の先生です。「生徒がサポートしてくれるとい
うのは、こうしなさいと押しつけて、というか、そうい
う形でやるのでは、まずダメですよ。そうじゃなくて、生
徒の側から自然な形でサポート、手伝いをしてくれる、そ
ういう生徒との関係が、どうしても必要となるだろう」と
おっしゃっていました。「生徒が自然に教師をサポートす
るような関係をつくるためには、どうしたらいいので
しょうか？」と聞いてみますと、次が長井さんの答です。
「授業も教師が一方的に教えるという関係だけではだめ。
生徒たちが自分たちで授業をつくっていくという意欲が
必要。生徒が主体的に取り組む授業をつくることで視覚
障害教師への手助けも自然に行われる」と、抽象的な言
い方をされていますが、「生徒たちが自ら学ぼうとすれ
ば、勉強するために先生を手伝うのが自然になる」とい
う趣旨のお話だったと思います。

まとめてみますと、三宅さんと長井さんは、生徒から
の手助けを一義的に教師の困難を解消する手段としてと
らえているわけではありません。三宅さんは生徒の手助
けを、持ちつもたれつの互恵的な関係としてとらえ、生
徒にとって有効な学習活動の形態だと考えています。長
井さんは生徒の手助けは「生徒が主体的に授業をつくっ
ていく中で必然的に発現するもの」としてとらえていま
す。
次は「移動での生徒の手助け」です。長井さんの話で
す。長井さんは一人で移動できる場合でも生徒の手引き
誘導を受けるようにしたそうです。なぜかというと、手
引き誘導の場面では他の場面ではできないような話が生
徒からヒョイと出てくるということです。こんなエピ
ソードがあったそうです。他の教師に授業中の居眠りを
指摘されていた生徒が、家庭では祖母の介護を手伝って
いるので睡眠不足になることを長井さんに打ち明けた。
こういうことが手引きの場面であったということです。
楠さん。この人は先天盲で盲学校を卒業して大学にい
かれた方です。高等学校の定時制で非常勤講師をされて
いた英語の先生です。楠さんも職員室と教室との移動は
生徒たちが手伝ってくれて、手引き誘導を受けながら生
徒とのコミュニケーションを図るようにした。生徒が自
分の悩みを話したり、障害のことを聞いてきたり、授業
だけではできない生徒とのかかわりができる機会となっ
たということです。
「移動での生徒の手助け」についてのまとめは次のよう
になります。長井さんと楠さんは生徒の手引き誘導を単
に移動の手助けとしてとらえているわけではありませ
ん。生徒との関係を深め、生徒をより深く理解する教育
的意義のあるかかわりとして意味づけています。
次は「障害がもたらす教育効果」についてお話ししま
す。このテーマの中には4つのトピックがありました。1
つ目は「問題文を音読させることの効果」、教科指導にお
ける効果の話です。2つ目は「外見が見えないことの利
点」、生徒指導における効果の話です。3つ目の「障害理
解の促進」と 4つ目の「生き方を見せることによる感化」
は、障害教師が学校にいることによる効果の話です。こ
の 4つについて見ていきます。
まず、「問題文を音読させることの効果」について見て
いきましょう。長井さんは、生徒が質問に来た場合、問
題文を音読させ、わからないところを説明させるそうで
す。問題集をもってきて「この問題がわからない」と指
さして見せられても、長井さんには問題文を読めないの
で生徒に読ませる。そうしていると生徒が問題を理解し、
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自ら答にたどりつくことが多かったそうです。意図的に
問題を読ませたり、説明させたりして生徒が自ら理解を
深めて答を発見するように対応したということです。
有本さん。先天盲で教員採用試験を点字受験して突破
して高等学校に来た英語の先生です。有本さんも問題集
などの質問箇所を生徒に音読させるそうです。それを「い
やや」と思う子は他の先生のところへ聞きにいきます。
「今の子は、そんなん、遠慮会釈ないですからね。もうえ
えわっていうて次のところにいきますわ」。大阪の高校生
が目に浮かぶようですが。でも一方で逆に「音読さえす
れば有本さんは丁寧に教えてくれる」と思う生徒もいま
す。「功罪いろいろちゃいますか」とおっしゃっていまし
た。
「問題文を音読させること」についてまとめますと、長
井さんは問題文が見えないので生徒に音読させるという
ことを、生徒とのやりとりの中で解釈することによって、
生徒自身に丁寧に問題文に向き合わせることをもたらし
た要因として意味づけています。一方、有本さんは問題
を音読させることに積極的な価値は付与していません。
そのような対応方法が自分への質問を避けさせる可能性
も指摘していました。
次に「外見が見えないことの利点」についてです。長
井さん。「はっきりいえばドロップアウトしそうな生徒の
方が、安心して心を開いてくることが多いのではないか
という気がするんですよね。コワモテのおっかない先生
よりは目の見えない先生の方が気楽だというか、相談で
きるというか、安心できるというか、そういう場面が多
くなってくることは私も実際、日常的にはそういう経験
があるものだからね」。「最近の生徒でいえば服装とか髪
形とかで生徒はしょっちゅう注意を受けているわけです
よ。スカートが長いの、短いの、とかね。そういう点で
いえば私は見えないわけだから気にならないというか、
注意のしようもない。そういうことで、1つはあんまり
そういう点で気を遣わないでいい、生徒が緊張しなくて
いいんでしょうね」といっています。
山口さん。40代前半で視力低下して高等学校に復職し
た社会科の先生です。「やっぱり目で見るというのはかな
りのインパクトがありますので、その子が、だらしのな
い恰好をしている。そうすると 「ああ、あいつはしょう
がねぇな」 と、どうしても固定的に見ちゃうんですよね。
失明してから、それがなくなったのは、まあ、教育に携
わるものとしては積極的だと思いますね」。
山口さんは「生徒を見た目だけで判断しなくなると生
徒の反応も変わってきます。こっちがとげとげしくなれ

ば、あっちもとげとげしくなる。こっちが自然体でいけ
ば、あちらも自然体でね」とお話しされました。生徒と
対立的にならなくなったという話です。
「生徒の外見が見えないこと」についてまとめますと、
長井さんと山口さんは「生徒の外見が見えないことが
却って生徒に心を開かせ、生徒理解に役立つ特性」とし
て意味づけています。視覚障害を教育という文脈で生徒
との関係性において解釈することで、視覚障害が生徒指
導上有効な特性という意味づけがなされています。
次に「障害理解の促進」です。松田さん、この方は 30
代後半で視力低下して高等学校の定時制に復職した数学
の先生です。「障害当事者を招聘して年一回程度行われる
障害理解教育よりも、視覚障害、車椅子使用など、さま
ざまな障害教師が日常的に身近にいることで生徒の障害
理解も深まり、街へいった時でも、あ、不自由な人がお
るなと思ったら、ちょっと声をかけるなど障害者と出
会った時の援助の実践力も自然に身につくのではない
か」という話でした。
楠さんは「目が見える人たちに障害者の存在を知らせ
ていったことは学校での一つの自分の存在意義だ」と
おっしゃっていました。「健常者の学校に障害者である自
分が教師として存在することは共生社会の理念を具現化
したもの」と考えておられます。楠さんは 1973 年、50 年
ほど前に日本で初めて通常の高校の先生になった全盲者
です。当時の時代背景もあって障害者問題の啓発を強く
意識されていたようです。
山口さんは「歩いていて、けつまずいたり、ぶつかっ
たりする姿も、白 を使ってスムーズに階段を昇降した
り、教師の仕事をこなしている姿も、すべてそのまま生
徒に見せる」のだそうです。そうすることによって生徒
たちの「障害があると何もできないんじゃないかってい
う考え方ではなくなる」とおっしゃっていました。
有本さんは「もう、慣れてもらわな、しゃあないから
ね」「最初から見えへんもんは見えへんというように、机
ぶつかりもってでも歩いとるしね」と、生徒の前で取り
繕ったりしないという対処の仕方をされてきたそうで
す。そうすると生徒たちは「見えない」ということを体
験的に理解していくということです。
「日常的に障害教師を見かけたり、身近に関わりをもっ
たりすることで生徒たちの障害への誤解や偏見が払拭さ
れ、正しい認識をもつようになる」という話だったと思
います。
「生き方を見せることによる感化」について見ていきま
す。楠さんは「障害をもっている自分だからこそできた
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こともあるのではないか。障害という困難を抱えて生き
てきたからこそ、困難を抱えている生徒たちの気持ちを
よく理解できたし、つながりもできた。しんどい思いし
ながらも、がんばっていた生徒たちがね、やっぱり僕と
つきあいの中で結構、励みになってくれたっていうかね」
という話をしてくださいました。
松田さんは、「生徒たちが実際はどう思っているかはわ
からないが」という前置きをされてからですが、「（障害
教師が）不自由ながら、がんばりよる姿を見ておるとい
うのは、生徒らもどこかでプラスになるような気がする
わな。「目の不自由な人の授業を受けたけん、よかった」
とは、直接にはないかも知らんけどね」とおっしゃって
いました。
山口さんは「たとえば、耳の不自由な人とか、あるい
は肢体不自由の人とか、あるいはいろんな難病の人とか
ね、内部疾患の人とかね、そういう方が仕事をやってい
るというのを、何ていいますかね、おこがましいんです
けども、生きた教科書のように、ですね、そういうかた
ちで何かね、学んでね、もらえることがあるんじゃない
かなと。障害をもつということでなくても、人生には挫
折や絶望に陥ることがある。そのような時に障害教師と
出会った経験は生徒が前向きに生きていく力となるので
はないか」というお話しをされました。
まとめますと、楠さんは「生徒の在学時点において、学

校にいる時に障害者である自分には生徒を励ます影響力
があった」と考えています。松田さんと山口さんは「卒
業後の将来を含めた長期的な展望の中で障害教師の存在
が生徒に有益な影響を与える」と考えています。
「C、障害に教育的意味づけをしない」。このテーマの中
には 2つのトピックがあります。1つ目は「見えないこ
とは教職にとって問題ではない」こと。2つ目は「多様
な教師の必要性」です。
長井さんは「見えないからといってレベルを落とさな
い。手を抜かない。そういう授業をきちんとやれるとい
うことが基本になって、あの先生なら信頼できるとか心
を開いてくるとか、そういう関係ができていくんじゃな
いかという気がするんですよね」。「授業をきちんとやる
ことは基本だからやらなければならないし、そういう中
で 「見えない先生」 がいたって、それはそれでいいんだ
というかね」とお話しされました。これは「教師の職務
ができているならば、障害は問題ではない」という話だ
と思います。
「多様な教師の必要性」についてです。長井さんは「い
ろんな個性をもって、いろんな特徴をもった生徒がいる。

いろんな特徴をもった教師がいる。そういうことでいい
というか、そういうことでないと却って困るんじゃない
か。理想的な集団というか、理想的な社会にはならない
んじゃないか」「社会は障害者を含めた多様な人たちで成
り立っているのだから、障害をもっている教師が全くい
ない、そういう学校よりは障害をもっている教師が一人、
二人、三人ぐらい、学校の規模にもよるけれども、そう
いう学校の方が、却っていいんじゃないか」とおっしゃっ
ていました。
松田さんは「「見えないからこうなるんじゃ、見える人
とは違うんじゃ」と差をつけて話をしたことはないな。た
だ、いろんな人と接していられたというのは生徒らには
よかったんじゃないかな」とおっしゃっていました。
長井さんと松田さんの話をまとめますと「望ましい教
師集団は多様な個性をもった教師たちがいる」こと。「多
様な教師の中には障害教師もいたほうがよい」という話
だと思います。
もう少し解釈を深めますと、「障害のある教師個人が発
揮する特別な教育力」は主張していません。「障害教師が
いることで教師集団の教育力が高まる。障害教師が 「障
害」 という差異をもっていることに意味があり、その差
異により、多様性がもたらされることに意義がある」と
いう考え方です。本日の講座のタイトルである「インク
ルーシブ教育を問い直す」というところに近づいてきた
ような気がしますが、いかがでしょうか？
今日話してきた内容のまとめです。3つのテーマにつ
いて見てきました。「A、生徒の手助け」「B、障害がもた
らす教育効果」「C、障害に教育的意味づけをしない」。こ
の 3つのカテゴリーに分類して障害の意味づけを分析し
てきました。その結果として「教育的文脈における肯定
的障害観」というものがあったのではないかと私は思っ
ています。
「A、生徒の手助け」でみてきたように、授業場面・移
動場面で教師が生徒の手助けを受けていました。教師は
生徒の手助けを受けながら指導する。生徒は教師を手助
けしながら指導を受ける。これは障害教師と生徒との関
係性の 1つの特徴だと思います。「双方向性」と「互恵性」
といいましたが、「双方向性」というのは「教師が一方的
に働きかけて生徒が受け取るだけではなく、生徒からも
教師への働きかけがある」ということです。「互恵性とい
うのは、教師は手助けしてもらう、生徒は教えてもらう
というお互いに利益のある関係」です。三宅さんの言葉
を借りれば「持ちつもたれつ」の関係になると思います。
「B、障害がもたらす教育効果」では、障害教師の存在
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が障害理解の促進や生き方からの感化といった教育効果
をもたらす可能性が語られました。これは、一般的にも、
よくいわれることかもしれません。
「C、障害に教育的意味づけをしない」では、障害教師
個人の教育効果は主張していません。「障害という差異を
もつ教師が教師集団の中にいることで教師集団の多様性
が豊かになる。学校としての教育力が高まる」というこ
とです。
「障害」は一般的に個人の困難として否定的に捉えられ
がちです。でも「障害」を教育という文脈の中で生徒と
の関係性において捉え直すと、「障害」に肯定的な意味が
付与されます。目が見えないとか歩けないとか、聴こえ
ないとか、障害は障害者個人のもつ困難のように考えが
ちですが、置かれた環境、他の人とのかかわりの中でポ
ジティブな意味、肯定的な意味をもったり、またネガティ
ブな意味を与えられたりすることがわかったのではない
かと思います。障害というのは「障害者個人がもってい
る属性」というよりも「社会や人々との関係性の中で発
生する現象」だと私は考えていますし、世界的にもこの
ような障害のとらえ方が主流になりつつあります。
次は「障害がある教師が働くために整えなければなら
ない労働環境」についてお話しします。「障害者労働の業
務支援理論　障害教師に対する有効な支援システム」。こ
こで支援というのは「障害のある教師が働くために必要
な環境整備」、特に人によるサポートのことだと考えてく
ださい。
障害教師を同僚の教師が支援することについて、ほと
んどの事例で障害教師を同僚の教師が支援しています。
これには利点と悪い点があって、同僚教師は学校の職務
や教科指導に関する知識がある。これはよい点です。問
題点は同僚教師も担任をもっていたり、授業をしていま
すので多忙で支援の時間が十分にとれない。もう一つは
教師ではできない支援があります。たとえば「教科書を
点訳してほしい」と思っても同僚の先生には難しいです
し、「授業での生徒とのやりとりを手話通訳してくれ」と
いっても、同僚の一般の先生が手話通訳をすることは難
しいかと思います。
そこで「業務支援」という方法です。「障害教師に必要
な支援を支援業務に細分化し、それぞれの支援業務に対
して別個に支援人員を配置する支援システム」です。た
とえば視覚障害者の支援を、活字書類の読み上げ、点訳、
代筆、移動支援に細分化して、それぞれに別の支援者を
配置する支援の方法です。
「障害教師の支援体制」は 2つに分けて考えることがで

きます。1つ目は「一元支援」。すべての支援業務を単一
の人的資源で担う。障害教師の支援を同僚教師だけで担
う、従来の形です。それに対して「多元支援」は、支援
業務を分割して複数の人的資源で担う。障害教師の支援
を同僚教師、介助員、ヘルパー、ボランティアなどで分
担する支援の方法です。この「多元支援」がいいのでは
ないかと私は思っています。「多元支援には質的効果があ
る」からです。
「多元支援の質的効果」について説明します。適格性の
ある人的資源に支援業務を配分することで、支援業務が
より効果的に遂行される。テストの採点の場合、同じ教
科の先生にやってもらうと早く済む。点訳作業は点訳ボ
ランティアに。その支援業務が得意な人にやってもらう
と支援が有効に行われるということです。逆にいえば、そ
れぞれの支援業務に適格性のある人的資源を配置しなけ
れば質的効果は発生しません。
「支援業務に適格性のある人的資源を選定する」には次
の 2つの観点が重要になります。1つは「職業要件」で
す。その職業に関する専門性があるか、ないか。教師を
支援するなら教師の仕事を知っている方がよい。もう 1
つは「障害支援要件」です。障害者の支援に関する専門
性があるか、ないか。障害の特性に応じた支援の知識、技
術があった方が、支援はうまくいく。
「支援業務の 4類型」についてお話しします。支援業務
を「職業要件」と「障害支援要件」の観点から分類する
と、次の 4つに分類できます。
1つ目は「職業要件、障害支援要件ともに求められる
業務」。たとえば数学教科書を点訳する。数学の知識とい
う職業的な要件もいるし、点訳という障害を支援するた
めの要件も必要です。英会話を手話通訳することも職業
要件と障害支援要件が必要な業務です。2つ目は「職業
要件は求められるが、障害支援要件は求められない業
務」。たとえば板書の代行。テストの採点を代わりにやる
こと。3つ目は「職業要件は求められないが、障害支援
要件は求められる業務」。たとえば一般書類の点訳、車い
すの乗降介助。障害を支援する仕事です。4つ目は「職
業要件、障害支援要件ともに求められない業務」です。一
般書類の代筆、視聴覚機器の操作、ビデオを生徒の前で
上映するようなことです。
それぞれの支援業務に求められる要件を備えた「人的
資源」を配置すれば、支援が有効に行われるというのが
「多元支援の質的効果」です。
「支援業務の 4類型と的確性のある人的資源」の図を説
明します。縦軸と横軸が従事に交わる図です。「職業要件」
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を縦軸にとって上を「必要」、下を「不要」とします。「障
害支援要件」を横軸で右を「必要」、左を「不要」として
います。画面が 4つに区切られます。右上の第 1象限は
「職業要件」「障害支援要件」が、ともに求められる支援
業務。第 2象限は「障害支援要件」は求められるが、「職
業要件」は求められない支援業務。左下の第 3象限は「職
業要件」「障害支援要件」が、ともに求められない支援業
務。右下の第 4象限は「職業要件」は求められないが、
「障害支援要件」は求められる支援業務。それぞれの象限
に図では次のことが記入されています。
第 1象限は、「職業要件」と「障害支援要件」の両方が
必要な支援業務。数学教科書の点訳とか英会話の手話通
訳。これには特殊な人的資源が必要となる。第2象限は、
「職業要件だけが必要な支援業務」です。黒板を代わりに
書く、テストを代わりに採点する業務。これは同僚の先
生に適格性があります。第 3象限は「特別な要件を必要
としない」支援業務です。書類を代筆したり、視聴覚機
器を操作する支援です。一般の人的資源で対応できる。こ
の支援が一番多いかもしれず、職場でも生活の場面でも、
これらの支援がないと困ります。第 4象限は「障害支援
要件」だけが必要な支援業務です。書類を点訳する、車
椅子の乗降を介助するなど障害を支援する業務。障害福
祉サービスの提供者や障害者を支援するボランティアに
適格性があるといえると思います。ガイドヘルパー、手
話通訳、点訳ボランティアの方とか。
この図は、障害者でなくても、人はいろいろな人に周
りから支えてもらって生きているということに気づかせ
てくれる図でもあると思います。周りにいろんな人がい
て、自分ではできないことを助けてくれる。この講座で
も、いま私が話している音声言語に文字通訳をつけてく
れています。一見、「聴覚障害に対する支援」に見えるか
もしれませんが、実は「私に対する支援」でもあると思
います。私に手話ができれば、ろう者に直接、私の話を
伝えることができます。私は手話ができないので文字通
訳の方々が、私を支援してくれていると考えることがで
きると思います。このようにいろんな立場の人が私たち
を支えてくれています。私たちも何かの形で人を支えて
いることでもあるかと思います。
ただし、ここで気をつけてもらいたいのは「人に親切
にしましょう」とか「お互いに助け合いましょう」とい
う、個人的なことではありません。この社会が、その構
成員であるすべての人々にとって有益な社会になるため
には、「必要な人に必要な支援がきちんと提供される社会
の仕組みをつくらなければいけない」ということをいい

たいわけです。これで一旦、私からのお話を終わらせて
いただきたいと思います。あとはみなさんと自由な意見
交換ができればと思っています。ありがとうございまし
た。
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